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はじめに（ガイドライン改訂にあたって）  

  

 豊中市では、行財政改革の中で外部活力導入を推進していくにあたり、共通

の議論の土台を提供しようと、平成 20年（2008年）4月に本ガイドラインを策

定しました。公共サービスの主体が誰かということよりも、公共サービスの原

点が守られ、その質が確保されて、公共の利益を増進し、多数の市民の幸福を

増大させるにはどうすればよいか。この基本に立ち帰り、公共サービスの見直

しと外部活力導入について検討しながら、改革を積極的に進めてきたところで

す。 

 本ガイドラインの策定から 20 年近くが経過し、本市を取り巻く社会的環境

は当時と大きく変化しました。 

 日本全体では出生数は減少傾向が続いており、少子化は止まる傾向にありま

せん。このような状況のもと、平成 23 年（2011 年）の東日本大震災や近年多

発するゲリラ豪雨等の自然災害の発生、令和 2年（2020年）から 3年にもわた

る新型コロナウイルス感染症の拡大は、地域コミュニティや個人の価値観に変

化をもたらしました。 

自然災害においては行政自身が被災するなど、これまで行政のみが担ってき

た公助の限界を再認識する局面もあり、平常時から行政以外の主体と連携する

ことがより重要となってきました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大で

は、人との接触を避ける対策が講じられるなか、デジタル化が急速に進み、本

市においてもデジタル技術を活用し住民サービスの向上を図ってきました。急

速なデジタル化やポストコロナにおける働き方改革は、利便性の向上や自己実

現に寄与する一方、従来の地域課題をより個別化された課題に変え、公共サー

ビスに求められるニーズはこれまで以上に多様・複雑・高度なものとなりまし

た。 

 また、ハード面においては、戦後の高度成長と人口増加とともに建設・整備

してきた公共施設の老朽化が進み、施設の建替えや改修が必要な時期を迎えて

います。施設の改修等を進めるにあたっては、今ある施設を現状のまま建替え

や改修をするだけではなく、施設を課題解決のための資源として新たな価値を

提供できるよう見直しを図ることが必要となります。 

少子高齢化の進展に伴い、社会保障関係経費の増大していることに加えて、

税収減が見込まれていることから、行政としては、貴重な財源を最大限に活用

して多様化する市民ニーズや変化する社会状況に適応するよう、新たな手法や

仕組みを構築しながら、ソフト・ハードの両面において資源配分を最適化して

いくことが重要です。 

行政が提供する公共サービスの範囲は、住民が直接利益を享受するもの以外

に、市の内部事務や魅力創出・発信等、間接的に住民に利益が還元されるもの
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まで多岐にわたります。“住み続けたい・住んでみたい”まちを実現するため

には、単に課題解決のために公共サービスを提供するだけではなく、住民の生

活の質の向上に資するよう、新たな価値を創造していかなくてはなりません。

そのためにも、様々な主体の参画と協働を推進し、サービスの充実を図りなが

ら事業を進めていくことが必要です。 

本ガイドライン策定時に示した、公共の利益の増進と市民の幸福の増大とい

う基本的な理念は、公共サービスを進めるうえで普遍的なものです。これを前

提に、各種関係法制度の改正や社会変化に対応し、持続可能性を担保しながら

有効かつ効率的に公共サービスを提供するため、本ガイドラインの改訂を行っ

たものです。 
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豊中市の行政機構内の組織・・職員ではない、外部に存在する組織・・個人で、

公共サービスを担うにふさわしい理念・・能力等を有する事業者、市民公益

団体、および地域の団体等をいい、これらの有する可能性や力に着目して

「外部」の「活力」と表現するもの 

外部活力とは… 

「公共サービス」の範囲 

公共サービス＝「公共・（特定個人・・特定団体ではない広範な一般の人々＝

不特定多数が共有する社会）の利益の増進に資する事業・業務」 

（それらを支援する内部業務も含む） 

公共サービスの 5原則 

公平の原則 

公正の原則 

安心の原則 

安全の原則 

安定の原則 

公共サービスの「質」とは… 

～「公共サービス」について～ 

公共サービスの質の高さ 

＝サービスの目的をどこまで果たしているか 

…恒常的な検証が必要 

外部活力導入の目的 

公共サービスの質の維持向上 

コストの削減 

多様な主体の参画と協働の推進 

実施体制の変革＝新たな行財政運営基盤の創造 

外部に存在する知識・能力等の活用 

行政が行うべき事業・業務等の集中強化 行政と他の主体との最適な役割分担 

行政自身が取り組むべきこと 

・法律等で行政にしか行うことが認められていない許認可等の行為 

・税の賦課徴収等、公権力の行使にあたる行為 

・違反建築に対する指導等の行政指導に関する行為 

・政策・・施策・・新規事業等の方針施策や企画立案、またそれに伴う予算

編成や人材、組織マネジメント業務等の事業・業務 

等の事業・業務 

（のコア部分） 
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■本ガイドラインにおける「外部活力導入」の定義 

本ガイドラインでいう「外部活力」とは、豊中市の行政機構内の組織・職員ではない、

外部に存在する組織・個人で、公共サービスを担うにふさわしい理念・能力等を有する事

業者、市民公益団体および地域の団体等をいい、これらの有する可能性や力に着目して・「外

部」の「活力」と表現するものです。 

これらの「外部活力」が、様々な形態・手法により公共サービスを担う（そのサービス

の「主体となる」とも表現します）ことを、「外部活力導入」ということとします。また、

サービスの主体になった場合、本ガイドラインではそれらの外部の組織・個人を「外部主

体」とも表現します。 

 

■公共サービスについて（範囲） 

本ガイドラインでは、「「公共・（特定個人・・特定団体ではない広範な一般の人々＝不特定多

数が共有する社会）の利益の増進に資する事業・業務」を公共サービスと考えることとし

ます。市が行う事業・業務は、例外なく公共の利益増進のためにあるはずであり、市が行

っている事業・業務は全て公共サービスたるべく創始され、実施されているものです。 

さらに市の組織内で行われる総務事務など内部系の業務についても、公共の利益の増進

のために行われる事業・業務を支援する間接業務と考えられることから、本ガイドライン

でいう公共サービスの範囲内にあるものとします。 

 

■公共サービスの原則とサービスの「質」 

１．公共サービスの５原則について 

本ガイドラインにおいては、さらに公共サービスの本質を追究し、公共サービスは次

の原則を満たしていなければならないと考えます。 

① 公平の原則 

公共サービスは、公平な社会の実現に寄与するものである必要があります。公平

性は様々な観点から検証することが必要です。 

○受益の公平性 

正当な根拠もなく同じ前提条件の市民間で受益の機会に差があったり、受益が特

定市民に偏重したりといったことがあってはならない。 

○負担の公平性 

一定の受益者負担を求める考え方のサービスについては、負担の設定をいかに適

正化するかが公平性の確保に欠かせない。税・料金等の徴収のように市民の負担そ

のものをめぐって派生するサービスについては、その業務の根幹に公平性の追求を

据えることが求められる。 

○世代間の公平性 

市民にとっての利便性は重要だが、コストを度外視し一部のニーズに過剰に応え
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てのサービス拡充は、現世代の利益に資するものになる一方で、財政圧迫という形

で将来世代の市民への負担となる可能性がある。 

 

② 公正の原則 

公共サービスは、公正な社会の実現に寄与するものである必要があります。法令

や規範等が確立しているのであればそれを遵守しなければなりません。書かれた規

範が存在しない場合や、裁量が認められている場合でも、社会的正義に矛盾しない・

社会的正義に沿っている・社会的正義をめざしている等、レベルの差はあれ社会に

おいて「「正しいこと」と考えられる行為でなければなりませんし、そうした正しいと

考えられる方向を指向するのが公共サービスです。サービスの目的や実施プロセス、

もたらす結果等に、不適法「・不適正「・不明朗といった要素が存在してはなりません。 

 

③ 安心の原則1 

公共サービスは、市民から見て安心できるものである必要があります。重要なこ

とは、市民の信頼感を得ること、信頼に応えて市民との信頼関係を構築することで

す。サービス主体側が努力して安全性等を確立することと、日常から培われた信頼

関係の双方があって初めて、安心できるサービスといえるものが成立します。虚偽

や隠蔽はもとより、市民の信頼を損なう姿勢・行為等は許されません。 

 

④ 安全の原則 

公共サービスは、市民にとって安全なものである必要があります。サービスの内

容自体が市民に安全を提供する、社会的セーフティネットの役割を果たしているも

のはもちろんですが、その他の様々なサービスにおいても、その目的・実施プロセ

ス・結果等において、市民の生命「・財産等に損傷を与える危険性を排除しなければな

りません。公共サービスである限りは、安全性の確保は必要不可欠です。例えば「「ハ

イリスク・ハイリターンの金融商品の販売」などは、社会の人々の自由な経済活動の

なか、それを選好する人々の需要に応じて市場メカニズムで供給されるべきサービ

スであり、公共サービスの受け持つべき領域は全く違う部分であると考えられます。 

 

⑤ 安定の原則 

公共サービスは、それが必要である限り、ある日突然打ち切られるようなことな

く、安定的に提供される必要があります。ここでいう「「安定」とは、現状維持主義「・

事なかれ主義に通じるものではなく、逆に安定的にサービスを継続するために、常

に現状の改善を図っていく取り組み姿勢が必要です。 

                                                      

1 「安心」と「安全」は一括して表現されることが多いですが、「安心」は人間の心の状態であり、サー

ビス主体側の努力で何らかの基準値を達成したら、勝手に市民の心の内に作り出せるというものではあ

りません。 
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災害等の外的要因により、それが困難になる局面も考えられますが、その場合の

手立てを平常時から講じておくことや、やむなく一時中断に至った際も全力を挙げ

て復旧することが求められます。少なくとも、いくら外的要因があったとしても無

責任な放棄はできません。 

 

２． 公共サービスの質について 

これらの 5原則を満たしたうえで、公共サービスの質について考えることになります。

サービスの質とは、・「そのサービスのめざす目的をどこまで十分に果たしているか」によ

ってその高さが計られると考えられます。 

サービスの目的を果たしていれば、サービスの質は高くなり、サービスの質が高くな

れば、市民満足度は上がるはずです。すなわち、サービス自体の目的を果たしていれば

いるだけ、本来であれば市民満足度は上がるはずです。 

もし、行政が「質が高い」と思って提供しているにもかかわらず、そのサービスの市

民満足度が高くないという状況があるとすれば、どう考えるかという問題があります。 

まず、行政自身の「質が高い」という評価は真に正しいか、資源投入量は充実してい

るが目的から外れた内容になっていないか等を検証する必要があります。 

次に、サービス内容がその目的には沿っていても、サービス目的設定自体の妥当性の

問題があります。以前は意義のあったサービス目的であったものの、社会や時代の変化

で市民のニーズとはかけ離れ、結果として成果の乏しいサービスになっていないかどう

か、これも常に評価していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし公共サービスは市場メカニズムを通じて提供されるサービスと違い、「市場に

おける顧客の評価が全て」という価値観で計れない側面もあります。市民はサービス

の受け手という立場一方ではなく、ともに公共を支える担い手、自治の主体でもあり

ます。市民自治の主体としての意識を持つ市民にとって、どんなサービスが公共サー

ビスとして納得でき、場合によって自ら担い、立場を替えて財源を負担しても良いと

考えられるサービスなのかを考えていく必要があります。市民を受動的な顧客として

のみ捉えてサービス設計をするといった考え方がもたらす問題点については、注意が

必要です。 
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■行政が直接実施しなければならない事業・業務 

行政が直接実施しなければならない事業・業務としては、 

① 法律等で行政にしか行うことが認められていない許認可等の行為 

② 税の賦課徴収等、公権力の行使にあたる行為 

③ 違反建築に対する指導等の行政指導に関する行為 

④ 政策・・施策・・新規事業等の方針施策や企画立案、またそれに伴う予算編成や人材、組

織マネジメント業務等の事業・業務2 

などの事業・業務がまず考えられるところです。さらに精査して考えれば、これらの事

業・業務のうち、付随部分や補助業務を除いたコアの部分がそれにあたるといえます。 

上記の①～③の事業・業務は、法令のうえから行政に与えられた権能でもありますが、

これらの趣旨を考えてみると、前出「「公共サービスの５原則」で述べた「「公平」「公正」「安

心」「安全」「安定」といった価値観を社会において実現するために、必要に応じて行政が

発動することを認められた力の行使である、ということがわかります。 

このことから、「公平」「公正」「安心」「安全」「安定」を維持し、多数の市民の幸福を守

るという使命を、行政が主体性をもって遂行できるための条件は、行政内部に留保してお

くべきであるともいえます。上記の 4について、政策・施策・新規事業の方針策定や企画

立案の業務を外部主体に委ねてしまうことは、事業等のあり方や行く先を行政自身が主体

的に考えることができなくなり、行政の責任意識も曖昧になってしまいます。したがって、

このような業務も、行政自身が取り組むべきであるといえるでしょう。 

さらに、政策・施策の底流に一貫性を確保し、行政としての主体性をもって取り組むた

めには、上記の業務のほか、予算編成「（企業でいえば投資判断等に該当）、人材・・組織マネ

ジメント等についても、自ら取り組むべきといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2これは、内部の職員だけで独善的に行うということを意味しません。政策立案への市民参画のしくみづ

くりは進めていく必要があり、人材・組織のマネジメントにしても、必要に応じて部分的に外部の知

識・能力を活用していくことは考えられます。 

外部活力の導入が進んでいる民間の企業であっても、上記の企画立案業務や経営戦略、

投資判断、人材「・組織マネジメントなどは、自社で行うのが一般的です。これらの業務は、

企業が自らの経営理念にもとづいて一貫性をもって行うべきであり、自社のアイデンティ

ティ「（ 自己同一性）を保つ根源と思われているからです。これらの業務は、行政に限ら

ずどのような組織であっても組織存立の根幹であり、直接雇用している人員がいる限りこ

れらにこそ振り向けることが適当ということができます。 
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■外部活力導入の目的 

これまでの考え方をふまえ、外部活力導入の目的を次の通り整理することとします。 

１．公共サービスの質の維持向上 

２．コストの削減 

３．多様な主体の参画と協働の推進 

４．実施体制の変革＝新たな行財政運営基盤の創造 

５．外部に存在する知識・能力等の活用 

６．行政自身が行うべき事業・業務の集中強化（行政と他の主体との最適な役割分担） 

 

１． 公共サービスの質の維持向上 

外部活力導入によって、公共サービスの質の向上が図られることを目的とします。あ

るいは、後述の他の目的に重点を置いた充実を図る場合や、従来に比べサービス提供に

際し種々の制約条件を受けるようになった状況下においても、サービスの質を落とさず、

現行レベルを維持することを外部活力導入の目的とします。 

 

２． コストの削減 

公共サービスの質を保ちながら、対するコスト（費用）を削減することも、外部活力

導入の目的の一つになります。 

当該公共サービスを市で直接執行（「市の直営」）した場合に要するコストを、 

Ⓐ直接的人件費＋間接的人件費＋物件費等（施設建設費を除く） 

とし、外部活力導入時のコストを、 

Ⓑ委託経費等（外部活力導入時の委託料等＋管理責任遂行に要する費用 

としたとき、Ⓐ＞Ⓑとなることにより、コスト削減効果が現れたといえます。3 

 なお、コスト削減目的は、しばしば公共サービスの質の維持向上目的との関係で議

論されます。コスト削減効果が望めない場合であっても、公共サービスの質の低下を

防ぐためや、コスト上昇以上の質の向上が見込まれる、すなわち費用対効果が著しく

高い場合などは、全体としてのコスト意識は持ちつつ、公共サービスの質の維持向上

を優先させることは考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3新規施設においては減価償却費を含めた費用との比較になります。 
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３． 多様な主体の参画と協働の推進 

「豊中市自治基本条例」の考え方を出発点に置き、市民・事業者等の多様な主体の参

画と行政との協働を推進していかなければなりません。外部活力の導入も、多様な主体

の参画と協働の一方策にほかなりません。多様な主体の参画と協働を推進することは、

市民自治をさらなる高みに引き上げる取り組みの一環と位置づけられます。 

なお、本市においては、行政と他の担い手との関係は対等なパートナーと考えており、

人員「・財政上の問題から行政で担えなくなったことを市民「・事業者等に移転するという、

市民・事業者等を行政の補完機関として扱うかのような考え方には立ちません。 

 

４． 実施体制の変革＝新たな行財政運営基盤の創造 

地域課題が複雑多様化する一方で、今後人口減少等により、職員数を確保することが

困難になることも見込まれることから、あらゆるサービスの現場でサービス実施体制の

根本的な見直しが必要となります。さらに、このことがなくとも、不断の改革を進めて

いくためには、その時代にあった実施体制に変革する必要があります。外部活力導入は

そのための有力な一手法といえます。 

 

５． 外部に存在する知識・能力等の活用 

外部の主体が有している行政内部に存在しない、あるいは行政内部に存在するものを

上回る知識・経験・能力（ノウハウ・スキル）を活用することも外部活力導入の目的の

一つとなります。 

 

６． 行政自身が行うべき事業・業務の集中強化（行政と他の主体との最適な役割分担） 

外部活力導入が可能な事業・業務を外部主体に担ってもらうことにより、行政が直接

実施するべき事務・業務に人員や時間等を集中させることができます。 

 

■本ガイドラインの立場について 

本ガイドラインにおいては、外部活力導入にあたって様々な検討ポイントを提示し、移

行に伴ってはサービスの質の低下等を招かないように、多くの要件を記述していますが、

しかしこれは「「外部活力を導入するのにこれだけのことをしなければならないのであれば、

市直営で継続する方が良い」という結論を導いているわけではありません。逆に市直営で

行う場合も、前述した公共サービスの５原則は堅持しなればなりませんし、サービスの質

の維持向上のための手立ては同様に取らなければなりません。また、本ガイドラインで公

共サービスを担う者の要件に挙げているものをいまの自らに当てはめてどうか、外部主体

に委ねたときサービスの質を保つために行うべき事項が、市直営体制では実施できている

かどうかといった検証を行い、恒常的な見直しを行うことが必要です。市直営だからとい

う理由で、それらが不問となるわけではありません。 
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.外部活力導入にあたり検討するべき点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
低減 同水準 上昇 

向上 ○ ○ △ 

同水準 ○ △ △ 

低下 × × × 

 

 

 

～どんなサービスを導入の検討対象とするか～ 

現時点で市直営の公共サービスであって、その

ニーズや趣旨と社会経済情勢の変化等を突き合

わせて存続意義を検討したうえで、今後も存続

させるべきと判断されるもの 

について導入を検討する 

統廃合等、存続についての見直し 

（左記以外のもの） 

前提となる検討 

制度上の検討 

法令等の確認（「公共サービス改革法」「指定管理者制度」等） 

サービスの性質による検討 

について導入を検討する 

～外部活力導入が妥当か～ 

「外部活力導入の目的」に合致する導入となりえるか 

コスト 

サービスの質 

「サービスの質の維持向上」と「コストの削減」が図られるかという観点からの妥当性の判断 

（○…導入が妥当 △…他の要素と絡めて検討 ×…導入するべきではない） 

マニュアル化可能なもの 

市有施設の管理運営 

イベント等の企画運営（一過性・臨時的業務） 

専門的知識や能力を要し、外部にその知識等が存在する業務・サービス 

その他外部主体の能力等が活かせるもの 

市民自治を促進すると考えられる取り組み 
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民営化 

地方独立行政法人化 

外部委託 

包括的民間委託 

労働者派遣 

指定管理者制度 

PFI・PFI 類似手法 

事業の全部または一部を全面的に民間に移行 

（行政内組織がそのまま民間会社として別の法人格と

なるケースも有り） 

直営部分が別個の法人格を取得独立して、地方独立行政

法人法にもとづく外部主体的な立場に移行 

→PDCA マネジメントの実践・自由度の高い経営 

行政の守備範囲の事業・・業務で、執行の一部または全部

を契約により外部の主体に委託 

（対象とする事業・・業務を明確化し、仕様書にもとづい

て履行を求める） 

労働者派遣事業を営む事業者に対し、従事員を派遣して

もらう契約を結んで人材を確保 

（派遣禁止業務・派遣期間の制限あり） 

地方自治法第 244 条にいう・「公の施設」の管理運営を・「指

定管理者」に行わせる制度（議会の議決を経て指定） 

民間資金や経営ノウハウを活用し、公共施設の整備や運

営等のプロジェクトに導入 

（民間企業が合同で SPC を形成してプロジェクト実施） 

（外部委託の方法について） 

） 

その他民間活用手法 各個別法や制度の内容と事業を照らし合わせて最適な

手法を実施 

PFS/SIB 

導入手法について 

導入検討時の手法について 

サウンディング型市

場調査・RFI 

事業内容やスキーム等の検討段階において、事業者との

対話の実施や情報収集を実施 
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■対象公共サービスについて 

１． 前提となる検討 

まずはじめに、どのような公共サービスについて外部活力導入の検討を行うかという

ことが出発点となります。 

本ガイドラインにおいて、外部活力導入の検討対象とする公共サービスとは、・「現時点

で市直営の公共サービスであって、そのニーズや趣旨と社会経済情勢の変化等を突き合

わせて存続意義を検討したうえで、今後も存続させるべきと判断されるもの」とします。 

サービスがすでに時代に適合しなくなり、必ずしも必要でなくなってきたとか、ある

一定の役割を終えたと考えられる場合は、サービスそのものの統廃合等、存続について

の見直しがまず先に検討するべき課題となります。 

 

２． 制度上の検討 

次に、その公共サービスに外部活力導入を図るとすれば、あらかじめ制度上の規定が

あるかどうかを検討します。 

（１）法令等による制限と「公共サービス改革法」による特例について 

まず、現時点の法令等で直接執行（市直営）が義務づけられているサービスでは、

外部活力導入を図ることができません。仮に、検討したところ前章で述べたような外

部活力導入の目的にも適合し、外部活力によって様々な効果が期待できるサービスで

あるのに、法令等によりそれが認められていないとすれば、国への要望事項とするな

どの努力の余地はあるにせよ、現時点では市直営しかありません。 

そのなかで、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律「（公共サービス改

革法）」に規定する「「特定公共サービス」は、そのような法律等の制限が設けられてい

るサービスであっても、同法にもとづく手続き（後述するいわゆる「市場化テスト」）

を踏むことにより、外部活力導入が可能とされています。 

現時点では、地方公共団体に関する特定公共サービスは、同法第 34 条「（戸籍法等の

特例）第１項各号に規定する①戸籍法に基づく戸籍謄本等、②地方税法に基づく納税

証明書、③住民基本台帳法に基づく住民票の写し等、④住民基本台帳法に基づく戸籍

の附票写し、⑤印鑑登録証明書について、各々交付の請求の受付および引渡となって

います（いわゆる「地方公共団体の窓口５業務」*）。 

                                                      

 平成 27年（2015年）6月 4日付けの内閣府・公共サービス改革推進室発の通知文書によると、「公共

サービス改革法第 34条の規定については、官署内に市町村職員が常駐しない事例も想定した上で、民

間事業者に（中略）証明書等交付業務を委託により取り扱わせる場合の特例として定めているものであ

り（後略）」というように、行政職員が同一空間において管理監督等に携わらないような状況を想定した

うえでの「窓口 5業務」を、「特定公共サービス」とする見解を示しています。「市町村の適切な管理の

もと」であれば、多くの窓口業務等は「特定公共サービス」の範疇ではなく、現行法上でも民間事業者

等に取り扱わせることが可能であるとし、関係各省から可能と見解が得られたものとして、27の窓口業

務を例示しています。 
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国への要望制度について 

・特区制度（構造改革特区） 

 実情に合わなくなった国の規制（主に法的規制）が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を

妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした国の規制について、地域を限定して国の

規制を緩和するなど特例措置を創設することで、これまで実施困難であった事業・施策の実現を図る

ものです。 

・地方分権改革に関する提案募集 

 地方自治体への事務・権限の移譲、地方に対する規制緩和の実現を図る「地方分権改革に関する提

案募集」があります。地域の課題を解決するために、地方から国に対し国の法令等「（通知「・要綱等を含

む）の改善案を提案できる制度です。地方分権改革においては、地方の発意に根ざした取組が重要で

あることから、提案募集方式が平成 26 年度に導入されました。例えば、従来、戸籍窓口業務を委託す

る際には、公権力の行使とみなされないようにする必要がある一方、民間事業者に取り扱わせること

のできる窓口業務の範囲と業務実施方法が不明確であったために、事務作業を細分化せざるを得ず、

委託できる範囲が限定的でした。これによる事務非効率を解消するため、公権力の行使にあたる業務

の取扱いの見直しの提案がなされたことにより、国によってガイドラインや標準仕様書、手順書が取

りまとめられ、行政と民間事業者の役割分担が確立し、適切な委託による事務効率化が実現した事例

があります。（平成 30 年 4 月 5 日通知） 

 本市においても、戸籍事務や税制上の課題について、他自治体と共同提案を実施したことにより、

国が同様の事例を収集したうえで、市区町村に周知するといった対応がとられた事例もあります。 
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（２）地方自治法第 244 条にもとづく「公の施設」の管理について 

地方自治法第 244 条に規定する「「公の施設」（ 住民の福祉を増進する目的をもって

その利用に供するための施設）については、同法 244 条の 2 第 3 項にもとづき、法人

その他の団体で指定する者 「指定管理者」にその管理を行わせることができます。 

したがって「公の施設」の管理に対する外部活力導入は、この「指定管理者」制度

にもとづいて行うこととなります。その際、「条例による定め」が必要とされています

ので、施設の設置条例の改正「（新規施設であれば、設置条例にその旨を盛り込むこと）

が必要となります。 

 

３． サービスの性質による検討 

制度上の検討ポイントを経て、そのサービスが外部活力導入に適したものであるか、

サービスの性質による検討を行うことが必要です。本ガイドラインにおいて、サービス

の性質上、特に「外部活力導入を検討するべきもの」とは、次のものとします。 

 

（１）マニュアル化可能なもの 

記述可能な処理の反復からなる仕事 マニュアル化が可能であるサービス・業務を

外部主体に委ねた場合、行政側の熟練者が現場に常駐して直接指示を出すということ

はできないため、マニュアルを通じて外部主体側に引き継ぎ、マニュアルに従って実

施してもらう形を取ることになります。したがって、マニュアル化が可能であれば、

このような形での移行が可能ということになります。 

ところで、「業務が複雑すぎてマニュアル化できない・マニュアルを作っても膨大な

ものになる」と思えるものについても、ただちに「外部活力導入にはなじまない」と

いう判断をすることは適当ではありません。このような場合は、業務自体を簡素化・

標準化など見直しができないかを検討すべきです。たとえ直営で継続するにしても、

内部での引き継ぎに困難をきたすことになります。 

 

（２）市有施設の管理運営 

前述の「「公の施設」の管理については、指定管理者制度の導入検討対象といえます。

さらに、その他の市有施設の管理運営についても、施設の維持管理等のほかそこで展

開されている事業面も含め、外部活力導入を検討するべき対象と考えられます。「一個

の施設」という単位は公共サービスを塊で把握できるため、外部主体が管理運営を担

う場合もコスト計算等が比較的明確で、事業計画を立案しやすいという点が挙げられ

ます。 

また、市の立場からいえば、現在の市有施設の整備・管理運営・配置に関する将来

計画は『豊中市公共施設等総合管理計画』や『豊中市公共施設等総合管理計画に基づ

く個別施設計画』に位置づけられています。『多数の市有施設が順次老朽化するなか、

いかに必要なサービスを維持し市民のニーズに応えていくかを考えれば、個々の管理

運営について最善と思われる方法を追求し、費用対効果を極限化する必要があります。
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市有施設の再編にあたっては、施設の廃止や集約化、その後の施設跡地の有効活用に

ついて検討し、新たな価値を提供するものでなければなりません。これら方策として、

外部活力導入の検討は避けて通れないテーマといえます。 

 

（３）イベント等の企画運営（一過性・臨時的業務） 

一過性のイベントの企画運営などは、行政側でそのための専門人員を配備すること

が困難であることと、行政特有の業務というより外部に担い手の多い分野であると考

えられることから、外部活力導入の検討対象の一つといえます。イベントの集客やア

ピール度の向上など、洗練された企画運営を求める場合は、事業者等のノウハウを活

用した方が効果的ということがいえますし、手作りのイベントを追求する場合であれ

ば、参画と協働を高める意味で市民公益活動団体や地域団体等に企画運営を担っても

らうという考え方もできます。  

また、イベントに限らず一過性の業務や臨時的な業務についても、外部活力の導入

で質が維持できる・向上できるという場合は、導入検討対象となります。 

 

（４）専門的知識や能力を要し、外部にその知識等が存在する業務サービス 

   専門的知識・能力がなければ実施できない業務・サービスがあり、その知識や能力

をむしろ外部主体の方が豊富に持っている場合、当然ながら外部活力の導入を検討す

ることになります。これは言い換えれば、専門的知識や能力を有する人材を内部で育

成「・配置する*か、外部に頼るかという問題に直結する検討テーマです。前章で行政自

身が直接実施すべき事業・業務に挙げたような事項にいわゆる専門職 プロフェッシ

ョナル職員が必要な場合、内部に職員として抱える（採用する）ことを検討するべき

でしょう。また、専門的知識・能力が必要な各業務において、最低人数ずつは内部人

材で確保する（育成・配置する）という考え方もあります。この場合でも、職員だけ

で対応するのではなく、例えば、専門アドバイザーからの助言を得ながらといった方

法や副業人材の活用等を考える必要があります。 

   そういった事例にあたらない場合、すなわち、行政自身が直接実施すべきだが、採

用や育成等を行うまでもない場合や、そもそも行政自身が直接実施すべきもの以外の

業務である場合、外部から得られる知識・能力であれば導入を積極的に検討するべき

であるといえます。 

 

 

 

 

                                                      

 ここで注意するべきは、専門的知識・能力をどのようなものと考えるかですが、単に長年携わって習
熟・精通することや、特定の職員が情報を囲い込んで余人が携われなくなっている状態をさして、専門

的知識・能力と表現することは適当とはいえません。このようなことは、専門職的人材を育成する必要

があるというよりも、業務の見直しや情報共有化で改善を図るべき課題といえます。 
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（５）その他外部主体の能力等が活かせるもの 

専門的知識・能力がなければ実施できない業務・サービスでない場合であっても、

外部主体であればこそ持っている、行政に足りない部分を補うような能力等を活用す

るという視点の検討が考えられます。例えば、外部主体によって資金調達がスムーズ

にできる・小回りがきいて対応が迅速・優れた分業ノウハウを持っていて効率的に業

務を実施できる・広域に事業展開しているので情報や人材をネットワークを通じ容易

に得ることができる・地域に密着していて実情に明るい等々、外部主体がそれぞれ得

意領域を持っていることがあり、行政との役割分担で質の高いサービスの提供が可能

となります。 

行政という立場のまま、業務・サービスについて外部主体の能力を活かすという視

点とは異なり、行政であるが故の制約から解放されるという視点から、立場を変える

ということも考えられます。すなわち、行政内組織が外部主体（的立場）に移行する

ことによって、外部主体としての経営改革の自由度や柔軟な運営を手に入れられると

いう手法「（後述の「「民営化」の一類型や「「地方独立行政法人化」）があり、この場合も

自らが外部主体となるという点において外部主体としての能力等を活かせるケースと

いえます。 

 

 （６）市民自治を促進すると考えられる取り組み 

   市民生活や地域に密着した課題について、市民公益活動団体や地域コミュニティが

自発的に取り組むことで、市民自治の促進が図られる場合があります。課題の性質を

よく見極め、市民自治の促進という観点からも検討を加えることが必要です。なお、

多くの場合行政側からも調整や支援は必要であり、これらの主体に「丸投げ」すると

いった姿勢は不適切です。 

   令和 6年 6月には地方自治法の改正により同法第 260 条の 49 が新設され、「指定地

域共同活動団体」制度が創設されました。この制度は、住民の福祉の増進にかかる地

域活動に取り組む住民団体を、市が「「指定地域共同活動団体」（以下「「共同団体」とい

う。）に指定し、市がこれを支援することで、市と共同団体が連携しながら地域課題の

解決に向けて取り組んでいくものとされています。 

   共同団体はその申請により市長が指定します。指定されるためには、地縁による団

体その他の団体であって、地域づくりに役立つ活動を効率的かつ効果的に実施でき、

民主的で透明性の高い運営を確保することが要件となっています。 

   市は共同団体へ、住民サービスの業務委託を入札によらず随意契約で行うことが可

能となり、業務のために行政財産を貸し付けることもできます。なお、「特定地域共同

活動」の内容や、共同団体の指定に必要な要件等は、条例で定めることとしています。 
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■導入の妥当性の検討 

  サービスの性質を問わず、共通して外部活力導入が是か非かを検討するポイントがあ

ります。それは、その導入が前章の「外部活力導入の目的について」で列挙した目的に

合致するかどうかということです。 

 

① サービスの質とコストに関する検討 

前章で掲げた目的のうち最初の二つ、・「公共サービスの質の維持向上」と・「コストの

削減」について、これらに合致する導入かどうかを検討します。通常「質」と「コス

ト」の問題は相関関係にあり、単に物量的な側面で質を上げるとコストが上昇し、コ

ストを下げると質も下がることとなりますが、外部活力導入の際にはそのような単純

比例式ではなく、質を上げつつコストを低減させるようなあり方が最善のあり方とし

て求められます。 

そこで、「質」と「「コスト」の関係を図に表し、導入妥当性を示すマトリクスとして

表現すると次のようになります。 

       コスト 

サービスの質 
低減 同水準 上昇 

向上 ○ ○ △1 

同水準 ○ △2 △3 

低下 × × × 

（○…導入が妥当 △…他の要素と絡めて検討 ×…導入するべきではない） 

 

② 他の要素の検討（他の目的に合致しているか） 

上記表において△としたものについては、「公共サービスの質の維持向上」「コスト

の削減」以外の要素を絡めて検討し、総合的に見て外部活力導入がより良い結果をも

たらすと判断される場合に導入が可となります。 

 

■△1の場合 

次のいずれかの場合に導入が可。 

●コスト上昇分と単純比例の質の向上ではなく、コストの上昇割合を上回る質の向上

度があり、選択と集中の観点から当該サービスを評価して、コストをかけてでも充

実させるべきと判断される場合。 

●他の導入目的に合致し、それらの目的到達によってコスト上昇分を考慮しても得る

べき付加価値が発生すると判断される場合。 

 

■△²の場合 

  ●他の導入目的に合致し、それらの目的到達によってより良い結果がもたらされると  

判断される場合に導入可。 
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■△³の場合 

●他の導入目的に合致し、それらの目的到達によってコスト上昇分を上回る付加価値

が発生すると判断される場合に導入可。 

（既出）；他の外部活力導入の目的 

 

 

 

■導入の手法についての検討 

 外部活力の導入にも様々な手法があり、どれを選択するかによってその結果も変わっ

てきます。以下、外部活力導入手法について概観します。 

・導入の手法について 

 

導入手法・ 対象業務・ 根拠法・ 

民営化・ 民間への移譲が可能な業務・ 各種個別法・ 

地方独立行政法人・ 地方独立行政法人法に規定された業務・ 地方独立行政法人法・ 

指定管理者制度・ 公の施設の管理運営業務・ 地方自治法・ 

外部委託等・ 

委託・ 

直営が義務付けられているもの以外の業務・ 

地方自治法 

公共サービス改革法・ 

人材 

派遣・ 
労働者派遣法・ 

PFI 等・ 

PFI・ 
PFI 法に基づく公共施設等の整備や管理運

営・ 
PFI 法・ 

PFI 

類似・ 

PFI の事業方式を活用した公共施設等の整

備や管理運営等・ 

地方自治法 

都市公園法等・ 

その他連携手法 その他 各種個別法 

 

  

「多様な主体の参画と協働の推進」 

「実施体制の変革＝新たな行財政運営基盤の創造」 

「外部に存在する知識・能力等の活用」 

「行政自身が行うべき事業・業務の集中強化」 
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（１）民営化・地方独立行政法人化 

 外部活力を導入するにあたっては、まずそもそも行政が自ら主体となって実施する必

要があるかという判断基準があります。仮に、それが必ずしも行政自らが主体となる必

要がない場合には、民営化や、地方独立行政法人化が考えられます。 

 

■民営化 

 民営化とは、事業の全部または一部を全面的に民間に移行させ、民間の事業者等が事

業主体となることをいいます。既存の民間事業者等がその受け皿になるケースもありま

すし、行政内組織がそのまま民間会社として別の法人格となるケースも考えられます。

市有施設でいえば、施設を民間に譲渡または貸与し、そこでの事業は民間の主体が自ら

の組織体制で自主性を発揮して展開することになります。この体制に行政に籍を置く職

員は加わりません。 

 交通事業（市営地下鉄・市営バス等）を民間会社化したり、病院事業を民間の医療法

人に譲渡したりといった公営企業の事例や、保育所・幼稚園等を民間の法人に委ねると

いった例がこれに該当します。 

 

■地方独立行政法人化 

 既存の外部主体に公共サービスを担ってもらうのとは違い、直営部分が別個の法人格

を取得独立して、（市の設立となる公的存在ではあるものの）外部主体的な立場に移行す

る手法が、地方独立行政法人化です。これは、公共上の見地から地域において確実に実

施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないも

のの、民間の主体に委ねては確実な実施を確保できない事務・事業を地方独立行政法人

に担わせることにより、住民の生活の安定、地域社会及び地域経済の発展に資する制度

です。対象となるのは、地方独立行政法人法第 21 条によれば、試験研究、大学の設置お

よび管理、水道事業・病院事業など多くは地方公営企業の形態で行われている事業、社

会福祉事業の経営、申請等関係事務等となっています。 

中期目標・中期計画と年度計画の策定と公表、その報告と評価委員会での評価が義務

づけられているといった民間経営組織に倣った PDCA（Plan；計画→Do；実行→Check；

評価→Action；改善）マネジメントを実践すること、独自に創意工夫を活かし組織改革

や人事給与制度改革はじめ様々なしくみづくりが単体で行えるなど、自由度の高い経営

を展開できるといったことが法人化の最大の主眼といえます。 

 換言すれば、公共空間に貢献する理念と改革への強い意欲を併せ持つ行政内組織に対

し、自己責任とともに自由裁量を与え、改革を後押しするための手段が地方独立行政法

人化といえます。 
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（２）外部委託・指定管理者制度 

 行政において実施する事業・業務の全部または一部を外部主体に任せる方法として、

外部委託があります。委託の場合、責任主体は行政のままであり、執行部分を外部主体

に委ねる形になります。また、直営のままで人材を取り入れる手法として、労働者派遣

があります。公共施設の管理運営に関して言えば、指定管理者制度が法制度として確立

しています。 

 

■外部委託（請負、委任） 

 外部委託とは、行政の守備範囲の事業・業務で、執行の一部または全部を契約により

外部の主体に委託するものです。比較的従来からも取り入れられてきた手法で、コンピ

ュータプログラムの開発などの専門的業務や、施設の清掃・警備などの労務提供型業務

を委託していることは、誰しもがイメージしやすい例といえますが、他の現在市直営で

行っている事業・業務についても検討対象となり得ます。契約面でいうと、外部委託は

「請負契約」や「委任契約」とも表現しますが、これは対象とする事業・業務を明確化

し、仕様書にもとづいて履行を求めるものです。事業・業務本意で請け負ってもらうと

いうところが従事員の派遣について契約する「労働者派遣」と根本的に違うという認識

が必要です。 

 基本的な事項ですが、委託している公共サービスの責任は全てが市に帰属します。民

営化した公共サービスについても、市はその結果に関する責任を負い、地方独立行政法

人化でも設立者としての責任を有し、外部化した事業を包括する政策・施策全体の展開

についての責任もあるため、これらの手法でも決して市の責任がなくなるわけではあり

ませんが、それに加えてこの外部委託という手法においては、より直接的な執行責任も

また市にあることとなります。 

（参考）外部委託の方法について 

① 複数の業務を一括して民間委託する方法について 

  外部委託の手法として、様々な業務を束ねて一括して民間委託する方法があります。

行政としては、契約事務を一本化することができ、より効率的な委託ができるととも

に、事業者等にとっては、複数業務間で柔軟な人員体制を敷くなど組織マネジメント

のノウハウを活かす余地のある手法といえます。 

●包括的民間委託 

  複数の業務や施設を包括的に委託する方法で、一定の性能や成果を達成すること

を条件とする、いわゆる性能発注方式で実施方法等を民間事業者等の自由裁量に任

せる手法とされています。契約は債務負担行為を伴う複数年契約にすることが多く、

その間に外部主体側の創意工夫、性能発注方式により結果に対する責任意識も引き

出すことを狙った手法です。 

   本市では、令和 3年度に小中学校やこども園、図書館など、豊中市の施設 149 施

設における保守管理業務や小規模修繕業務などの施設管理業務の一括管理において

包括的民間委託を行っています。 
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② 成果連動型民間委託方式（ＰＦＳ／ＳＩＢ）について 

  成果連動型民間委託方式「（Pay「For「Success）（以下「「ＰＦＳ」という。）とは、市が

外部委託する際に、サービスの成果に基づいて、報酬額を変動させる仕組みです。あ

らかじめ金額が決まっている委託事業とは異なり、成果を上げれば対価も大きくなる

ため、受託した民間事業者側がよりサービスの質を上げることが期待できます。 

  またＳＩＢ（ソーシャル・インパクト・ボンド）とは、ＰＦＳの仕組みに、民間が

自己資金投資して実施することがサービスに対して、事前資金を期間投資家や個人投

資家、企業のＣＳＲ部門をはじめとするさまざまな資金提供者から出資してもらうこ

とが特徴です。ＳＩＢによるＰＦＳ事業においては、複数年長期化しやすい事業実施

期間中の運転資金の確保や成果連動リスクを負うことが難しい事業者も事業に参画

しやすい点が特徴です。 

（概略図） 

 

■労働者派遣（人材派遣） 

 労働者派遣事業を営む事業者に対し、従事員を派遣してもらう契約を結んで人材を確

保する手法で、公共サービス自体は市直営のままなので、外部の事業者が主体となるわ

けではありませんが、サービスに従事する人材の確保という側面での外部活力の導入と

いえるでしょう。派遣される従事員「（以下、「派遣職員」とします）は、労働者派遣事業

者「（以下、「派遣元業者」とします）と雇用関係を結んでおり、当然賃金も派遣元業者か

ら支払われますが、業務にあたっての指揮命令は通常の市職員と同じライン下に置かれ

ます*。したがって派遣職員に対しては、必要に応じた仕事を直接命じることができるこ

                                                      

 さきの外部委託では、当該業務の従事員を行政側の指揮命令ラインに置いてその労働力
を直接利用することはできません。労働者派遣契約ではなく、業務委託等の請負契約のも

とでこの行為を行うと、労働者派遣法に違反する「偽装請負」とされます。 
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とにはなりますが、あらかじめ派遣を受ける業務を明確にしておき、その範疇に収まる

仕事である必要があります。労働者派遣が禁止されている業務があること、禁止されて

いない業務でも原則として派遣期間に制限があることが、その理由です。根拠法は、「労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（労

働者派遣法）」となります。 

・労働者派遣禁止業務 

 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院における医療関係の業務「（医師「・看護師「・

技師等）、労使協議の際の使用者側当事者として行う業務、弁護士等の業務「（弁護士「・

外国法事務弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・弁理士・社会

保険労務士・行政書士の業務） 

・派遣期間の制限 

 2015 年の法改正により、派遣業務に関わらず派遣期間は原則 3年となり、事業所単

位・個人単位の期間制限が設けられています。 

 ただし、事業所における期間制限については派遣先の事業所の過半数労働組合等か

ら意見を聞いたうえで、3 年を限度として派遣期間の延長が可能です。また、個人単

位でみると、派遣元事業主に無期雇用されている場合や 60 歳以上の派遣労働者など

は、期間制限の対象外になります。 

 

■指定管理者制度 

 地方自治法第 244 条にいう「公の施設」の管理運営を「指定管理者」に行わせる制度

をいいます。この制度は、指定により公の施設の管理権限を当該指定を受けた者に委任

するもので、指定管理者は処分に該当する使用許可を行うことができ、地方公共団体は、

設置者としての責任を果たす立場から指定管理者を監督することになります。これによ

り、指定管理者は、利用者からの料金を自らの収入として収受することができ、条例の

範囲内で地方公共団体の承認を得て自ら料金設定も可能となります。 

 指定管理者の範囲の制約は特段設けておらず、出資団体でない団体も指定管理者とな

ることができますが、指定には議会の議決が必要となります。 

 

（３）ＰＦＩ（Private-Finance-Initiative）・ＰＦＩ類似の手法  

民間資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・

更新や維持管理「・運営を行う公共事業の手法としてＰＦＩがあります。また、資金調達や、

設計・建設・運営手法が異なるものの、ＰＦＩと類似するものとして、ＤＢＯ等様々な手

法があります。 
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■ＰＦＩ 

 ＰＦＩ「（ Private「Finance「Initiative）とは、平成 11 年「（1999 年）7 月「「民間資金等

の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律「（ＰＦＩ法）」によって制度化された手

法で、民間資金や経営ノウハウを活用し、公共施設の整備や運営等のプロジェクトに導入

することをいいます。従来、新規施設の整備等にあたっては行政が膨大な資金を調達して

これに充ててきましたが、この手法においては民間企業が合同で出資してＳＰＣ（ 

Special「Purpose「Company「；特定目的会社）を形成し、主として公共施設の設計「・建設「・管

理運営等を行うという形を取ります。公共施設等の新規整備や改築改修など、巨額のコス

トを要する局面で、民間企業の持つ資金や施設整備・管理運営のノウハウを活用しようと

するものです。 

（概略図） 

 

●ＰＦＩの事業方式 

 ＰＦＩ法に準拠した事業手法については、施設の所有権を民間から公共へ譲渡するタ

イミング等により、以下のとおりに分類されます。 

事業手法 内容 

ＢＴＯ方式 

(Build-Transfer-

Operate) 

民間事業者が施設等を建設し、施設完成直後に公共施設等

の管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及

び運営を行う事業方式。 

ＢＯＴ方式 

(Build-Operate-

Transfer) 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事

業終了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する

事業方式。 

ＢＯＯ方式 

(Build-Own-Operate) 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事

業終了時点で民間事業者が施設を解体・撤去する等の事業

方式。 
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ＲＯ方式 

(Rehabilitate-Operate) 

施設を改修し、管理運営する事業方式。所有権の移転はな

く、地方公共団体が所有者となる方式。 

Ｏ方式 

(Operate) 

施設の管理運営のみ事業者が行う方式。 

 

■ＰＦＩ類似の手法 

 ＰＦＩ法に拠らないが、ＰＦＩに類似した事業方式として、公共が資金調達を負担する

ものや、リース方式等以下のような方式もあります。 

事業手法 内容 

ＤＢＯ方式 

(Design-Build-Operate) 

公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間事業者

が行う事業方式。 

ＢＬＴ方式 

(Build-Lease-Transfer) 

民間事業者が建設した施設を、地方公共団体に一定期間リ

ースし、あらかじめ定められたリース料で事業コストを回

収した後、地方公共団体に施設の所有権を移転する方式。 

ＢＬＯ方式 

(Build-Lease-Operate) 

民間事業者が建設した施設を、地方公共団体が買い取り、

民間事業者にその施設をリースし、民間事業者がその施設

の運営を行う方式。 

ＲＴＯ方式 

(Rehabilitate-Transfer-

Operate） 

民間企業が施設等を改修し、所有権を公共に移転後、民間

企業が施設の維持管理を行う方式。 

ＲＯＴ方式 

(Rehabilitate-Operate-

Transfer) 

民間企業が施設等を改修し、事業運営中の所有権を民間企

業がもち、事業終了後所有権が公共に移転する方式。 

コンセッション方式 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を

市が有したまま、施設の運営権（物権）を民間事業者に設

定する方法 
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（４）その他の民間活用手法 

 外部委託やＰＦＩ手法のほかに、各主体の役割分担によってさまざまな連携手法があり、

中には個別法で制度として定められているものもあります。 

 

■Ｐａｒｋ‐ＰＦＩ 

 Ｐａｒｋ‐ＰＦＩとは、平成 29 年「（2017 年）6 月の都市公園法の改正によって創設され

た制度で「公募設置管理制度」の通称でもあり、都市公園において飲食店、売店等の公園

施設（公募対象公園施設）の設置または管理を行う民間事業者を公募により選定する手続

きのことです。公募対象公園施設で上がった事業収益を還元し、園路、広場などの公共部

分の施設の整備を一体的に行うことが条件となるが、設置管理許可期間等の特例が適用さ

れ、民間のノウハウ導入や民間投資の促進により公園の新たな魅力創出・向上や持続可能

な公園運営が期待されます。 

（概略図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ウォーターＰＰＰ 

 ウォーターＰＰＰは、水道、下水道、工業用水道分野において、公共部門と民間部門が

協力してサービスを提供する仕組みです。これは、公共インフラ「（例「 水道施設）の建設、

運営、管理を民間企業が行い、その代わりに収益を得るという形です。 

ウォーターＰＰＰの目的は、民間の資金や専門知識を活用して、効率的かつ持続可能な水

道サービスを提供することにあります。これにより、公共部門が単独で行うよりもコスト

を削減したり、サービスの質を向上させたりすることが期待されます。 
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■ＥＳＣＯ（Energy-Service-Company-Operate） 

 ＥＳＣＯは、環境配慮契約法に基づき、省エネを実現するために必要な設備投資を民間

企業が行い、省エネルギー効果の保証を含む契約形態をとることにより、計画値以上実現

した省エネ効果の一部をサービス料として市がもらう手法です。また契約形態としては、

初期投資分を建物所有者が支払うギャランティード・セイビングス契約と、初期投資分を

事業者が調達するシェアード・セイビングス契約の２種類があります。 

 

■不動産証券化 

 不動産の証券化という概念に厳密な定義はないが、不動産の保有のみを目的とする特別

目的会社（ＳＰＣ）に不動産を譲渡した上で、当該不動産の価値や賃貸収入（キャッシュ

フロー）をもとに資金調達を行い、出資者に不動産から生じる収益を分配する仕組みです。 

 不動産所有者は、不動産をＳＰＣへ売却することにより譲渡代金を得ることができ、不

動産を売却した後であっても、ＳＰＣに対する出資、リースバック、買戻しの優先交渉権

取得等により、当該不動産に対し一定の関与を継続することもできます。 

投資家は、投資対象不動産を直接管理する必要がなく、SPC を通じて不動産から生じる収

益のみ収受することができます。また、出資を小口化すれば、少ない金額で不動産への投

資も可能となり、出資持分の流動性向上が期待できます。 

（概略図） 

 

 

 

 

 

 



27 

 

■市場化テスト 

平成 18 年「（2006 年）5 月「「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律「（公共

サービス改革法）」が成立し、いわゆる「「市場化テスト」（官民競争入札「・民間競争入札）

が法制化されました。この制度を市で適用する場合、従来は市が行ってきた業務のなか

で、競争入札に付すると選定したものについて、市と民間事業者等が対等に競争入札に

参加・（＝官民競争入札）、あるいは民間事業者等の間で競争入札を行い・（＝民間競争入札）、

より優れていると判断された主体が選ばれて業務を実施することとなります。 

 これを行うためには、まず市が民間事業者等の意見を募集してから対象業務を選定し

たうえ「実施方針」を作成し、どの業務をこの制度にもとづいて市場化テストに付する

か、公表する必要があります。この「公共サービス改革法」にもとづいて市場化テスト

に付する対象が、前述の「特定公共サービス」で、現時点では前述「窓口５業務」とな

っています*。その後、公共サービスに関する識見を有する者によって構成された審議会

その他の合議制の機関「（以下、「合議制の機関」とします）において、求めるサービスの

質等、入札によって当該サービスを担うこととなる者が遵守するべき重要事項を定めた

「実施要項」を審議策定し、公表することとされています。この情報にもとづいて、入

札参加者が所要コストなど応札にあたっての試算を行い、競争入札に臨むこととなりま

す。選定の条件は、サービスの質とコストの両面で優れた者とされています。合議制の

機関は、この一連のプロセスの中立性・透明性・公平性を確保するための機能を担うこ

ととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
* この法律にもとづく「市場化テスト」を行うことができるのが特定公共サービスと呼ばれる業務です
が、これ以外の業務に「市場化テスト」を行ってはならないということではなく、法令等の規制のない

業務であれば、市が条例・規則によって「市場化テスト」に準ずる手続きを定め、同様に運用すること

は可能です。また反対に、特定公共サービスである業務に「市場化テスト」が義務づけられているわけ

でもありません。 

この「「市場化テスト」は、英国で導入された初期では、強制競争入札という急進的な改

革手法であったこともあり、「公共サービスを市場原理で向上させる」といったイメージで

捉えられがちな手法ですが、「公共サービス改革法」においては地方公共団体のサービスの

強制市場化という性格はなく、この制度をどのように活用するかは地方公共団体の裁量に

委ねられています。むしろ、曖昧な検討で外部委託してサービスの質の維持向上が見られ

なかったり、市直営で行う際に所要コストやサービスの質に対する検証もなく、いままで

と同じやり方を疑うことなく続けたりといったことを改め、求めるサービスの質の明確な

記述を行い、コストを検証し、常に向上を図っていく、サービスの担い手の決定プロセス

には中立「・透明「・公正な手続きを重んじるといったことが、この制度の趣旨から読み取る

べき事項といえます。 
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（５）事業実施前における外部活力の活用 

■サウンディング型市場調査・ＲＦＩ 

 事業内容やスキーム等の検討段階において、事業者の意見や提案の把握を行うために、

サウンディング型市場調査やＲＦＩ「（Request「for「Information、情報提供依頼）という手

法があります。 

 サウンディング型市場調査は、市ホームページ等で実施要領を公開し、参加事業者を募

ります。その後参加事業者との対話を実施し、その結果を市ホームページ等に公表します。 

ＲＦＩは、主にデジタル関連業務において実施され、市ホームページ等で情報提供依頼

書を公表し、事業者の製品やサービス情報等の収集を行います。結果公表の決まりはあり

ません。 

 これらの手法により、事業検討段階において、アイデアの収集や事業の課題把握、民間

事業者が参入しやすい公募条件の把握等が可能になり、その後の外部活力の導入に活かす

ことができます。 
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対象業務の再点検 

主体（担い手）の選定 

業務プロセスの効率化 

マニュアル化 

選定プロセス 

最低価格競争入札 

総合評価競争入札 

コンペティション 

プロポーザル 

公の施設の管理運営のための指定

「公共サービスを担うにふさわし

い理念・能力等」の考え方 

公共に貢献する意思 

市の政策・施策を理解しともに推進する姿勢 

従業員等の人材育成方針やモチベーションへの

配慮 

公共サービスを持続して提供し得る知識・能力 

外部主体側の創意工夫を促すための配慮 

選定のプロセスにおいて応募側からの提案を受け、その内容を審査する 

仕様書等においてはサービスの質に関する達成点を明確にするが、それに至る

方法については創意工夫を加えられる余地を残す 

マニュアルの見直しを両者で協議する体制を定めて提示する など 

SLA（＝Service・Level・Agreement）の考え方 

SLA とは…委託者と提供者双方による合意の結果として、提供されるサービス品質の水準

を明確に規定するもの（契約文書の一部もしくは独立した文書として締結） 

前提条件 

業務の範囲 

役割と責任の分担 

サービスレベルの評価項目 

結果対応 

運営ルール 

KPI を中心に明確で

分かりやすい指標

KPI…評価対象業績のなかで、サービスの質を高

めるうえで特に重要と考えられる業績の達成度 

個人情報保護と守秘義務遵守のための方策 

契約書・・協定書等にも個人情報保護に関する責務や、違反時のペナルティを明記す

るとともに、SLA・・仕様書等においては外部主体側の履行事項を記載しておく・（実施

事項・禁忌事項・従業員研修等） 

外部活力導入の理念等について市民への発信（大規模な移行や市民に影響の大きい場合） 

当該事業・業務への外部活力導入の理念・趣旨等の説明 

市民サービスへの影響の説明 
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■外部活力導入前の準備について 

 

１．外部活力導入対象業務の再点検 

 外部活力を導入する方針を定めたサービスについて、導入前に業務の再点検を行う必要

があります。本来は、外部活力を導入する／導入しないに関わらず、行わなければならな

いことですが、外部主体に委ねる場合は特に仕様やコスト等を明確化する必要があり、可

能な限り見直しを終えた形で移行を行うことが望ましいといえます。 

 

２．業務プロセスの効率化 

 業務プロセスを再点検し、無駄なところ・非効率なところがあれば改善した形に業務プ

ロセスを再構築（「ＢＰＲ Business「Process「Re-engineering」とも表現します）し、よ

りコンパクトな形にしてから外部主体にバトンタッチするべきです。無駄や非効率を含ん

だ仕様に対し、初期投資を行って引き継ぐことは外部主体側にも負担になるうえ、それを

忠実に履行されると細部についての行政側のノウハウが失われるにつれ、その無駄等が固

定されることとなります。これは、業務の高コスト体質が後年度まで固定されるという意

味でもあります。 

  

３．マニュアル化 

 業務プロセスを見直し、必要に応じて再構築したものを、今度はマニュアル化する必要

があります。マニュアルは、外部主体が業務を把握し、外部主体側での準備行為を行うた

めの資料となり、円滑な引き継ぎのために不可欠なものです。さらに、外部活力導入後に

外部主体と行政がマニュアルを共有し、行政側も業務の全体像を引き続き把握しておく必

要があります。導入手法によって違いはありますが、多くは業務の責任が行政側に残る以

上、責任をもった判断ができる状態を保つということと、外部主体が撤退するといった不

測の事態の際には、行政側で再現できるだけの備えをしておくという意味もあります。 

 なお、外部主体への引き継ぎ後に、外部主体側が自主的な業務効率化を行い、マニュア

ルが改変される場合は、改変後のマニュアルの共有を行います。 
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■公共サービスを担うに適した主体（市民・事業者等）選定の考え方 

 

１．選定プロセス 

 主体の選定にあたっては様々なプロセスがあり、採用するプロセスやそれらの選定基準

に盛り込むべき事項も、各制度の法律（公共サービス改革法など）で規定されている場合

があります。 

選定プロセスの種類 要点 備考 関連指針等 

最低価格競争入札 

最低価格で応札した者を落札者と

する。過当競争「・ンンピングを招か

ないよう、最低制限価格を設けるな

どの措置を行う場合がある。 

  

総合評価競争入札 

価格以外にも、サービスの質や担い

手自体の資質を問う要件を提示し、

総合的に評価して落札者を決定。選

定基準設定や選定にあたり学識経

験者等の意見を聴く必要がある。 

市場化テ

ストでは

この方式

となる。 

豊中市業務委託

契約総合評価一

般競争入札実施

要領 

コンペティション（ 

コンペ）（随意契約） 

仕様をもとに提案を公募し、もっと

も優れた案を採用する。 

  

プロポーザル 

（随意契約） 

課題を提示し、それに対する実施方

針等を提案した者を審査し、もっと

も優れた提案者「（主体）を選定する。 

 豊中市公募プロ

ポーザル方式の

実施に関するガ

イドライン 

公の施設の管理運営を

行わせるための指定* 

条例に定める手続きにもとづき指

定する。豊中市において今後の公募

指定にあたっては、学識経験者等を

加えた選定委員会を設置すること

としている。 

指定管理

者制度の

みの方式。 

指定管理者制度

に関する指針 

 「最低価格競争入札」の方式は、応札価格のみに着目した選定プロセスであり、選定の

過程でサービスの質を問うことはできないため、応札者の誰が担うことになってもサービ

スの質が維持されるという担保（サービスの質が均一化されており、誰が担っても違いが

出ない・仕様書等で明確に規定しているためそのとおり履行すれば必ず同じ結果が出る等）

が確実にある場合、採用できる方式といえます。 

 さらに、いずれの方式による選定を行う場合にも共通する基本的事項として、「Ⅰ.基本

的な考え方について」で述べた「公共サービスの５原則」が損なわれないことが担保され

る必要があります。 

                                                      

 行政処分の一つとされ、契約行為にはあたりません。 
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２．「公共サービスを担うにふさわしい理念・能力等」の考え方 

 どのような選定プロセスを用い、その時どのような選定基準を設けるかは、サービスの

性質に応じ、制度上の規定もふまえながら定めることとなります。 

 しかし、いずれの場合にも共通する視点として、「公共サービスを担うにふさわしい理

念・能力等」を有する主体を選定するという事項があります。これについての考え方は、

本ガイドラインにおいては次のとおりとします*。 

 

（１）公共に貢献する意思 

 公共サービスを担う以上、そのサービスによって公共の利益を増進し、公共に貢献する

という意思を持つ主体である必要があります。これは、行政が担う場合でも、外部主体が

担う場合でも変わらない部分です。また、公共サービスの原則の堅持のうえでも、この要

件は求められるところです。万が一にも公共への貢献などという意思は全く持ち合わせて

いない担い手では、サービスを担っている間に様々な齟齬が発生する可能性があり、向上

も期待できません。 

 ただしこれは、民間事業者等が公共サービスに携わる場合にも、損失覚悟での奉仕を求

めるという意味ではありません。営利企業の場合は、企業の本質として利益も追求しなけ

ればなりませんので、企業活動の本質を否定するような条件を求めるわけにはいきません。

利益をめざしながらも、企業もまた社会における公的存在ということを認識し、公共サー

ビスを担うにあたっては公共への貢献を行うという理念・姿勢を持つパートナーを選定す

ることが必要です。 

 

（２）市の政策・施策を理解しともに推進する姿勢 

 担うこととなる公共サービスが、市の政策・施策でどのような意義や位置づけを持って

いるのか、総合計画はじめ分野別計画の関連箇所を理解し、それをともに推進するという

姿勢を持って、当該業務に就いてもらう必要があります。豊中市の政策・施策全体を横断

する視点（人権の視点・環境の視点等）についての理解も必要であるほか、もっと基本的

な事項としては法令遵守（コンプライアンス）や個人情報保護の姿勢は、必要不可欠なも

のです。 

 

（３）従業員等の人材育成方針やモチベーションへの配慮 

 外部主体が担うといっても、「人」が公共サービスに携わるという点では市の職員が行う

場合と何ら変わりはありません。特に、労働集約的なサービスでは相当数の人材を投入し

なければならず、従業員・構成員の人材育成とモチベーション向上が、サービスの質向上

のために重要な要素となります。サービスを担う際には市民満足度とともに従業員満足度

                                                      

 なおこれらの要件は、おもに選定の際に吟味するべきポイントです。公募等の段階で、これらの要件
をもとに必要以上に高い応募資格の壁を設け、「受け皿がない」としたり、選定の段階ではほぼ担い手が

定まっていたりといった流れは、中立性・透明性・公正性等の点で疑義を差しはさまれる可能性があり

ます。 
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（「ＥＳ Employee「Satisfaction」とも表現します）の向上策も講じ、人材育成方針にも

とづいて育成を図るという主体が望まれます。このような方針や配慮等が存在しないばか

りか、従事者の労働条件を不当に低く抑えることによって競争優位を確保するような事業

者等のもとで、大半の従事者が強い不満を感じながら公共サービスに携わっている、とい

う状況は避けなければなりません。 

 

（４）公共サービスを持続して提供し得る知識・能力 

 公共サービスの原則の一つ「安定の原則」を満たすためには、理念や姿勢はもちろん、

それに応える能力要件も求められます。もちろん、外部主体は民間で活動している団体等

である以上、倒産「・解散や不慮の事故などのリスクのある世界に生きているわけですから、

行政側でも万が一のリスク対応策は考えておく必要があります「（後述）。また、選定の際に

外部主体側の能力要件をチェックしておくことも重要です。その判断材料は様々考えられ

ますが、経営状況や他市等での実績のほか、労働集約的なサービスであれば従事員の定着

率を高く維持する方策の有無や人材補充能力が重要となりますし、研修体制の充実度も関

わってきます。外部主体側でのリスク対応策を持っているかどうか、その内容も含めてチ

ェックポイントとなります。その他、それぞれの事業・業務の性格に合わせ、継続してサ

ービスを担えるための能力要件を抽出する必要があります。 

 

３．行政内組織が外部主体（的立場）に移行する場合の考え方 

  以上、公共サービスにふさわしい外部主体の選定について記述しましたが、行政内組

織が外部主体（あるいは外部主体的な立場）に移行する場合、すなわち組織ごとそのま

ま民間会社等に移行する形での「「民営化」や、「地方独立行政法人化」等のケースでは、

主体を選定するのではなく行政内組織から「移行」することになります。 

 この場合においても、前述の考え方は準用できます。つまり、行政内組織が立場を変

えたとしても、公共サービスを担う以上は公共サービスの原則を崩すことなく、サービ

スの質の維持向上を図り市民満足度を高めるとともに、前述のような公共サービスを担

うにふさわしい理念・能力等は、引き続き堅持していくということです。そういった点

を明示した経営方針や事業計画書を、移行時には策定公表することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

■外部主体側の創意工夫を促すための配慮 

 サービスの質の低下を招かないため、あるいは行政側の執行責任が果たせる状態を保

つために、サービスの質についての要件を仕様書等に明確化し、業務をマニュアル化す

ることが大事であると述べました。 

 しかし、その仕様書・マニュアルで詳細に至るまでを指示し、外部主体側には一切こ

れに疑念を抱くことなく忠実に履行することを求めるという姿勢では、外部主体側の創

意工夫を活かす余地がなくなります。 

  外部主体側の創意工夫を活かすためには、 

・選定のプロセスにおいて応募側からの提案を受け、その内容を審査する（コンペテ

ィション方式はこの方式であるが、他の方式においてもそのような評価項目を盛り

込むなど）。 

・仕様書等においてはサービスの質に関する達成点を明確にするが、それに至る方法

については創意工夫を加えられる余地を残す。 

・マニュアルの見直しを両者で協議する体制を定めて提示する。 

などの措置が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政が行ってきたのと全く同じサービス水準で主体を置き換えたというだけの導入で

あっても、コスト削減効果はあるという場合、同じサービスの質でコスト削減できている

ので一つの達成とはいえますが、主として外部主体側の人件費を低水準に留めることでそ

れを支えるようなあり方は、好ましくないといえます。コスト削減もまた、人件費単価を

圧縮した結果ではなく業務に対する創意工夫によってもたらされるべきです。 
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■ＳＬＡ（＝Service・Level・Agreement）にもとづく取り決め 

 サービスを担う主体の選定が終わると、実施に向けた段階へと入りますが、このとき

にサービス水準について当初から明確にしておくための手法として、ＳＬＡ「（ Service「

Level「Agreement）と呼ばれるものがあります。これは、本来情報システムの世界で外部

委託を行う際に考えられた手法で、総務省「『公共 IT におけるアウトソーシングに関する

ガイドライン』（平成 15 年（2003 年）3 月）や、経済産業省『SaaS 向け SLA ガイドライ

ン』（平成 20 年 1 月）といった文書においても紹介されています。 現代では、外部活

力の導入においてデジタルサービスを使うことはごく当たり前になっており、医療や教

育等各分野のガイドライン等において SLA について言及されています。この考え方は、

デジタルサービスや情報システムのみならず他の事業・業務においても、参考にできる

点が多くあります。 

 

（１）ＳＬＡの定義 

 ＳＬＡは、求めるサービスの質のレベルを得るため、想定されるサービスの内容（機能

やメニュー等）に対して、委託事業者が遵守すべき品質レベルをいくつかの項目に分類し、

達成水準などについて市と委託事業者の間で明確な取り決めを行っておくものです。市と

委託事業者双方による合意の結果として、提供されるサービス品質の水準を明文化したも

のであり、契約文書の一部もしくは独立した文書として締結されます。 

 ＳＬＡに記載するサービスレベルの項目には、目標保証型（取り決めたサービスレベル

を保証する義務を負う）、努力目標型（取り決めたサービスレベルが努力目標にとどまる）

の大きく 2つに分類されます。 

 政府調達においては、仕様書に記載される事項は遵守されることが前提とされており、

目標保証型が多く採用されています。地方自治体においても同様に、サービスレベルを仕

様書に記載する場合は、目標保証型が望ましいと考えられますが、以下のメリット、デメ

リットを勘案しつつ、各状況に応じて検討することが必要です。 
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（２）ＳＬＡの構成 

 ＳＬＡの考え方で、明文化して取り決めておくべき項目としては、次のようなものが挙

げられます。 

 

項目 作業内容 

前提条件 
サービスレベルに影響を及ぼす業務量、端末数、拠

点数等の前提条件を明確にする。 

業務の範囲 
外部委託する業務の分析を行い、具体的にどのよう

な業務を委託するかを整理する。 

役割と責任の分担 

サービスを構成する個々の業務プロセスに関して、

委託者と提供者のどちらがどのような役割を果た

し、その実施に対して責任を持つかを明確化した表

を作成する。 

サービスレベルの評価項目 

サービス管理の対象となるサービスを決定し、サー

ビスの水準を評価するための客観的で測定可能なサ

ービスレベル評価項目と要求水準を設定する。数値

や算定式などを用いた定量的な測定方法を定義す

る。 

結果対応 
サービスレベルが達成されなかった場合の委託者、

提供者それぞれの具体的な対応方法を設定する。 

運営ルール 
年度、月次の報告ルール、SLA を適切に維持するため

の会議体運営のルールを設定する。 

 

 

（３）評価項目について－ＫＰＩの考え方 

 上記の取り決め項目のうち、「サービスレベルの評価項目」については、この外部活力導

入によって、どれだけそのサービスの目的とする成果を得ることができたか サービスの

質を維持向上できたかに関わって、何を指標とするかを検討することとなります。 

 公共サービスの質の維持向上について最終責任を負うのは、外部活力導入後も行政です

ので、最終成果指標は行政自身が設定し、自らが責任を持って達成に取り組む必要があり

ます。SLA では、その過程で外部主体側に求める事項を指標化して評価項目として取り決

めることとなります。 

 

 

 

 

 

（『SaaS 向け SLA ガイドライン』より引用） 
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 上図における点線囲みの部分が、外部主体に求める評価項目になりますが、ここで主要

パフォーマンス（ 評価対象業績のなかで、サービスの質を高めるうえで特に重要と考え

られる業績）の達成度としているものを、「KPI「（ Key「Performance「Indicator「；重要業績

評価指標）」と呼び、これを計測することによってサービスレベルの維持を図る考え方があ

ります。 

 評価項目の選定にあたっては、何が KPI といえるものにあたるかを検討し、あまりにも

煩瑣な評価項目を設けることなく、KPI を中心に明確でわかりやすい指標化を行う方が、

外部主体側にとっても、行政側にとってもメリットがあるといえます。 

 

■個人情報保護と守秘義務遵守のための方策 

 個人情報保護と守秘義務遵守は、市直営時も外部活力導入時も同様に徹底されなければ

なりません。 

（１）個人情報の保護に関する手立て 

 「「個人情報の保護に関する法律「（個人情報保護法）」では、外部委託等の場合の受託者に

おいても個人情報保護の責務があることを規定しており、法令遵守の姿勢を外部主体選定

の要件にしている以上、当然その心得をもって就くものと思われます。しかしながら、市

民の視点からすれば、外部活力の導入にあたり個人情報の保護に関して特段の配慮がなけ

れば安心できない「（「安心の原則」が保てない）のは否めないところです。そこで、契約書「・

協定書等にも改めて個人情報保護に関する責務や、違反時のペナルティを明記するととも

に、SLA「・仕様書等においては個人情報保護のために行うべき外部主体側の履行事項を記載

しておくことが求められます。履行事項としては、個人情報を含む文書や電子データの取

り扱いなど、具体的に実施する行為や禁忌行為のほか、従事員に対する個人情報保護に関

する研修等が挙げられます。 

 

 

・外部主体に達成を求める 

・サービス目的を果たすための

主要パフォーマンスの達成度 

・行政の責任で追求 

・サービス目的の達成度 

＝ 
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（２）守秘義務の遵守に関する手立て 

 地方公務員法第 34 条において、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことが規定

されており、公開することにより特定の人に不利益を生じたり、社会秩序を損ねる結果を

招いたりすることのないよう、地方公務員に特別な義務が課されています。この制約が外

部活力の導入時に曖昧にならないよう、この件に関しても個人情報の保護と同様、契約書「・

協定書等や SLA・仕様書等での記載が必要となります。 

 特に、民間企業同士の場合、契約上の秘密保持については１年や３年に限るとすること

があります。民間企業で使われている契約書をそのまま流用してしまうと、思わぬところ

から地方公務員法上の守秘義務で守られるべき秘密が間接的に漏れることも考えられます。

すなわち、業務委託上、職務上の秘密にあたる事項を取り扱う場合に、行政側は地方公務

員法上一生守秘義務を負うのに対し、契約上、相手方には１年や３年の秘密保持しか担保

されないとすると、契約の相手方からその秘密が漏れる可能性があるということです。 

 行政は個人情報に限らず、センシティブな情報を扱うことが多いため、契約や協定、仕

様の段階から整理しておくことが必要です。特に、以前使用した契約書や相手方の契約書

を流用する場合には、今やろうとしている業務に合っているか、細心の注意を払う必要が

あります。 

 

■外部活力導入の理念等について市民への発信 

 外部活力導入の規模、それによる市民への影響等から考えて、市民への必要と思われる

だけの情報発信を行わなければなりません。 

（１）当該事業・業務への外部活力導入の理念・趣旨等の説明 

 民営化、地方独立行政法人化のような行政内組織の民間組織への移行や、包括的な外部

委託、PFI など大規模な契約を伴うものについては、変更にあたっての理念・趣旨等を広

報記事・市ホームページなどで、市民に広く周知する必要があるでしょう（市場化テスト

の場合は、実施手続きのなかに実施方針や実施要項の公表があらかじめ定められています）。 

 理念・趣旨等の説明のなかでは、公共サービスの原則を堅持することと、このたびの外

部活力導入の目的、サービスの質の維持向上にどう結びつけるか、どのような向上がある

かといったことが中心的な説明内容となります。 

（２）市民サービスへの影響の説明 

 窓口・問い合わせ先・手続き等が変わるといった事項を広報誌・市ホームページで周知

することは当然のこととして、例えば前記のような規模の案件の場合、市民にとってはこ

れによってどのような影響が発生するのか、関心を抱くのが普通です。市民への影響を拾

い出し、かりに影響が全くないとしてもその旨を説明する必要があります。 
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モニタリング…外部活力導入後、正常な運営状況が保たれているか定期または随時

に確認する行為 

～モニタリングの主体～ 

外部主体側 

行政側 

第三者機関 

市民 

～モニタリングの方向性～ 

公共サービスの原則の堅持を確認 

外部活力を導入した目的が果たせているかの確認 

その外部主体を選定した理由となる事項が維持されて

いるかの確認 

契約等で取り決めた内容が遵守されているかの確認 

外部活力導入後も、行政の責務として次のことを留意し実施していかなければならない 

恒常的な改善の継続 

場の設定…定例運営会議・対策検討委員会等 

留意点…「現場主義」と「あるべき姿の追求」という二つの方向性のバランス 

改善の動機づけ…インセンティブについての事前の取り決め・両者（外部主体

－行政）の関係性の構築 

市民の視点に立ち、何が良いと思えるかを考える 

現場と企画管理サイドとの乖離防止策 

現場からの情報チャンネルの確保…報告・定例会議・何かあったら相談する体

制（信頼関係が根本・窓口役の重要性） 

現場を見る…行政側職員も現場を実見する必要 

行政側職員が現場の実務を経験できる機会の確保 

リスク対応 

外的要因によるもの 

主体側の能力に起因するもの 

主体側の撤退・倒産 

～様々なリスク～ ～回避策～ 

緊急時対応計画 

モニタリングにおけるリスク管理と

財務状況のチェック 

ペナルティ・履行保証保険・代行保証 

優先順位づけによるサービスの継続 

外部主体への段階的対応…（事前の取り決めによる）委託料減額等 

主体の再選定 

直営体制への切り替え 

～リスクが現実化したときの対応～ 
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本章では、外部活力の導入後においても、行政の責務として留意し実施していかなければ

ならない行為を記述します。 

 

■モニタリング 

モニタリングとは、外部活力導入後、正常な運営状況が保たれているか定期または随時

に確認する行為をいいます。外部委託など仕様書が存在する場合は、その仕様のとおり履行

されているか、「履行確認」という行為として従来から行われてきましたが、様々な導入目

的の達成をめざし、外部主体側の創意工夫も加えた運営を行っていく場合、従来型の「「履行

確認」という概念には収まりきれないモニタリングが必要となってきます。 

前章で説明したＳＬＡのような文書を取り交わしている場合、それに沿った運営になって

いるのかどうかの確認を行います。 

 

１.モニタリング主体について 

・外部主体側の自己モニタリング 

サービスを担う外部主体がセルフ・チェックする方法です。この場合は、モニタリング事

項に関して自己調査した内容を、外部主体側で報告書等に取りまとめ、自ら組織内共有する

とともに、行政側への提出を行います。 

当然これに要するコストが発生しますので、行政側として提出を求めたい内容については、

遅くとも契約書（協定書）を交わす際に提示し合意しておく必要があります。 

・行政側からのモニタリング 

公共サービスの責任を負う立場として、行政がモニタリングを実施します。日常の確認事

項の総括のほか、項目を定めての独自調査や立ち入り検査といった方法があります。 

・第三者機関によるモニタリング 

市場化テストの制度においては、立ち入り検査等のモニタリングについて「「合議制の機関」

に通知することと定められており、同機関が公共サービスの質を担保するために報告を受

ける機能を負わされています。このしくみに準じて、公共性やサービスの質の維持向上に特

に配慮を要するもの、長期にわたり高額な契約を締結するものなど、重要「・大規模な導入事

例については第三者機関によるモニタリング機能の発揮を検討する必要があります。 

・市民によるモニタリング 

さらに、市民への影響が大きい事例では、市民の視点からのモニタリングを実施すること

も考えられます。その手法としては、定期的な市民対象調査「（市民満足度調査）や常設モニ

ター制度があります。 

                                                      

 ここでモニタリングの訳語として「監視」などといった語を用いると、外部主体に対していかにも上の
立場から見張っている語感があるため、あえてモニタリングという用語で通すこととします。 
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このとき、市民の視点といっても「サービス利用者の視点」「自治の主体としての視点」

「納税者としての視点」など様々な切り口があり、サービスの質を図る場合にはサービス利

用者対象の調査が適していますが、コストバランスや大きい視野での公共性をチェックす

るには他の立場からの視点も加えるなど、参画することになる市民の視点が中立性を得た

ものとなるよう、調査対象等に配慮する必要があります。 

 

２.モニタリング事項 

外部活力を導入した案件毎にモニタリング事項を拾い出すことになりますが、どんな事

項を拾い出すかの検討は、 

①まず公共サービスの原則が大前提として存在し 

②その後ある目的のため外部活力導入を図り 

③ふさわしい外部主体を選定して 

④維持するサービスレベルについてＳＬＡ・仕様書等で取り交わした 

という一連の流れがあるわけですから、それに沿って具体的事項の拾い出しを考えること

ができるでしょう。①～④に沿って拾い出すなかには、重複するモニタリング事項も出てく

ると思われますが、もれのない拾い出しを行うための検討手順です。 

 

検討

手順 
モニタリングの方向性 モニタリング事項拾い出しの視点 

① 公共サービスの原則の堅持を確認 
・公平「・公正「・安全「・安心「・安定がそれぞれ堅持

されているかをチェックする項目 

② 
外部活力を導入した目的が果たせ

ているかの確認 

・サービスの質の維持向上→④ 

・その他の目的も併せて導入を図った場合は、各

目的に沿ったチェック項目 

③ 
その外部主体を選定した理由とな

る事項が維持されているかの確認 

・提案内容が真に実施されているか 

・総合評価等で選定した場合は、選定時とその評

価は変わらないか 

④ 
契約等で取り決めた内容が遵守さ

れているかの確認 

・KPI（重要業績評価指標） 

・SLA を取り交わしている場合はその各合意事項 

・その他の仕様の遵守状況 

 

 

■恒常的な改善の継続 

外部活力を導入した事業「・業務の運営については、いったん定めたモニタリング事項とモ

ニタリング方法を定期「・随時に実施していればそれで十分というわけではなく、外部主体と

の協働のもとに常に向上を図らなければなりません。 
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ＰＤＣＡサイクル（Plan；計画→Do；実行→Check；評価→Action；改善）の恒久的循環

は、直営時においても外部活力導入後でも同様に必要であり、外部活力導入した事業「・業務

において契約時「・移行時の事業計画等が「“Ｐ”「（Plan）、外部主体に移行してサービスを実施

することが「“Ｄ”「（Do）、モニタリングが「“Ｃ”「（Check）にあたるとすれば、当然「“Ａ”「（Action）

に相当する取り組みも必要です。 

（１）場の設定 

改善について課題抽出を行い、改善策を検討するためには、その場の設定が必要です。具

体的には、外部主体と共同参加での定例運営会議や、現場で課題が発生した際の対策検討委

員会招集などのしくみ構築が挙げられます。また、職場単位の改善活動の運営を外部主体側

で行い、それを吸い上げるしくみも考えられます。 

いずれにせよ、このようなシステムをあらかじめＳＬＡ等で取り交わしておくことがポイ

ントです。 

（２）改善にあたっての留意点（二つの方向性のバランス） 

改善するべき点を見つけ出し、改善の手法を検討する際の考え方は、基本的に市直営での

場合、外部活力導入している場合を通じて同じです。 

一般的に、改善を考えるにあたっては・「現場主義」と・「あるべき姿の追求」という二つの方

向性のバランスを取ることが肝要です。 

外部主体と協働している場合、外部主体側が「「現場主義」に、行政側が「「あるべき姿の追

求」にとそれぞれ偏向しがちなことは予想されるところです。それを認識したうえで、両者

がよく協議してバランスの取れた結論へと導くことが望まれます。 

行政側の留意事項としては、現場発の情報を失わないような措置「（後述）をしておくこと

と、一方で「あるべき姿の追求」の方向性はしっかりと持ち続けることが挙げられます。 

 

「現場の論理」「現場感覚」等は大切ですが、これだけで考えてしまうと、一見無駄に見えるが

公共サービスの原則を堅持するうえで欠くことのできないプロセスを省略する「改善」になって

しまう可能性があります。「安全の原則」を軽んじて、安全確保のための手立てを省略してしまう

「合理化」などは想像しやすい例ですが、他にも法令に定められた手続きをバイパスすれば「公

正の原則」「安心の原則」に抵触し、特定の利用者以外には対応を手薄にするような現場の切り回

しは、「公平の原則」を損なうこととなります。また、逆に現場主義の名のもとに現状追認型の思

考に陥り、改善の余地はないという判断に至ったり、全てがケース・バイ・ケースであるとして

原則の適用は不能としてしまったりと、現場主義が改善・改革を阻害することがあります。 

「あるべき姿の追求」のあまり現場を見ないと、実地に従事する従事員等の支持を得られなか

ったり、改善手法を誤ったりといった危険があります。コスト削減効果を純粋に数値の世界だけ

で追求し、従事員の労働条件を不当に低く抑える結果を誘導すれば、これもまた社会的公正を欠

くという意味で「公正の原則」に反するほか、労働力が定着せず「安定の原則」を揺るがす結果

につながることがあります。また、最前線であるからこそ伝わってくる情勢の変化、市民の真の

ニーズ等を見落としてしまう可能性もあります。 
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（３）外部主体側への改善の動機づけ 

例えば外部委託のケースで、外部主体の立場から見て、サービスの質向上を果たしても委

託料には結びつかない、逆に質を保ったままコストンウンに成功しても委託料の削減をさ

れるという関係式が存在すれば、あえて改善を図ろうとしないでしょう。行政側から改善を

強く要請しても、消極的に受け止めることが予想されます。 

このようなことを避けるためには、契約等において経費節減幅の一定割合やＫＰＩの向

上度を外部主体側へのインセンティブとするといった工夫が考えられますが、これらもま

た事前に取り決めておく必要があることと、導入後の運営会議などでも方針を相互に確認

し合うことが必要です。 

また、そのような経済的動機づけだけでなく、導入後に外部主体と行政側がどのような関

係を結べるかという要因も大きいと思われます。即ち、馴れ合いや騙し合いといった極に振

れることなく、相互の信頼感と適度な緊張感の両方を併せ持った関係をめざすことが理想

といえます。 

（４）市民の視点に立つということについて 

改善を心がける際には、市民の視点に立ってどうなったら良いと思えるかということを

当然考えるべきです。行政側は管理のしやすさ、現場は日常の業務の回しやすさを中心に考

えがちで、これらの方向性に沿った改善策なら発想するが、これらと相反する改善は受け入

れないという傾向に陥ることには注意を払わなければなりません。 

 

■現場と企画管理サイドとの乖離防止策 

「現場主義」と「「あるべき姿の追求」のバランスを取り、恒久的改善を行っていくことが

肝要と前述しました。現場と切り離されがちの行政側としては、机上の論理だけで事業「・業

務を運営してしまうことを回避するとともに、現場から遮断されることによる情報不足や

心理的な負い目から、全てお任せという姿勢になってしまい、現場にものが言えず現状追認

型の判断しかできなくなる危険性も同時に避けなければなりません。 

そのために、行政側の職員が単に机上で企画や管理をするのではなく、現場の状況もふま

えたうえで的確な運営を行えるためのしくみを工夫する必要があります。 

（１）現場からの情報チャンネルの確保 

例えば市民との対応の最前線で何が起きているか、どのような状況で流れているかとい

った情報が、企画管理に回った行政側職員にも即時に届く工夫をするべきです。つまり外部

主体との取り決め事項のなかで、外部主体側の責任者等を通じて常に情報を得られるよう、

チャンネルの確保をしておくということになります。そのチャンネルとしては、前述したモ

ニタリングでの報告や定例運営会議といったもののほか、日常的に何かあったら相談する

という体制を維持することが挙げられます。そのためには、外部主体との信頼関係が根本に

ないと難しいといえるでしょう。また、両者の窓口役に適切な人を得るということがポイン

トとなります。 
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（２）現場を見る 

外部主体側が取捨選択した情報だけに頼ると、偏った現状認識に陥ることも考えられま

す。そのためには、行政側職員も最前線を実見することが必要となってきます。現場が離れ

ている場合、定期的に足を運んで見ておくことには少なからず意義があります。また、目の

前に現場の仕事が展開されていても、漫然と眺めていては市民の「「息づかい」ともいえるよ

うな生活の姿や底にある真のニーズを見逃す可能性があります。想像力を働かせながら、思

考をめぐらせながら見る・聞くという姿勢を持つことが重要です。 

（３）行政側職員が現場の実務を経験できる機会の確保 

前述したようなことは、たとえ市直営のサービス現場であったとしても、企画管理する側

に立った職員の心得として必要なことです。ただ一つ違うのは、直営中心の体制では一応そ

の職員キャリアの初期に現場的な業務を経験し、やがては企画管理する側に回っていくと

いうコースを多くの職員が歩むことができますが、外部主体との分業体制が確立した職場

においては、現場を経験できないまま早々に企画管理サイドに就く、しかも比較的若年でそ

の立場に立つという職員が出てくるということです。 

この問題については、職員の人材育成上の大きな課題が含まれており、本ガイドラインで

最善の策を提示できるようなものではありませんが、外部化したサービスをどう運営する

かという視点に絞っていえば、職員が現場実務を経験できる機会を一部は残しておくとい

った措置が考えられるでしょう。ただし、外部委託「（請負契約）をしている業務については、

同一作業工程に直雇用の従事員が混在することはできませんので、全業務について入り込

むようなやり方は本来不可能です。また、外部化できるものをあえて職員教育の見地から直

営に残すということも、度を超しては外部活力を導入した意義が薄らいでしまうことにも

なります。例えば役割分担のなかで、大きい括りでは一つの事業に付随する現場実務でも、

業務によって行政本来の使命に沿ったもの、外部主体に適したものという性格の違いはあ

って、ある程度独立的に運営することは可能ですので、前者を直営として職員を就かせると

いった方法があるでしょう。 

また職員の側も、全ての種類の業務を経験しなければわからないというのではなく、一の

現場を経験したら他にも想像力を働かせて理解するといったように、物事の本質にスピー

ディに迫ることのできる感覚を養わなければなりません。 
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■リスク対応 

市直営の場合においても、災害や事故等により公共サービスの提供に支障が生じる可能

性は常に念頭に置かなければならず、これらのリスク管理は「「安定の原則」のうえからも必

須のものとなりますが、外部活力を導入している場合はさらに特有のリスクが考えられ、こ

れらへの対応も加えて行っていく必要があります。 

１.リスクの種類 

・外的要因によるサービス不全・サービス停止 

これは直営の場合でもあり得ることですが、災害「・事故等によるインフラ破壊や従事員の

負傷「・病欠、社会情勢の激変でサービスに必要な物資「・資金が調達できなくなるなど、様々

な外的要因にもとづくリスクが考えられます。 

・主体側の能力に起因するサービス不全・サービス停止 

外部主体に移行した場合、選定の際に能力要件を審査したと思ったものの、見極めきれな

かった点や、相互の思い違い、何らかの原因による能力低下により、サービスが遅滞したり、

ＳＬＡ等で取り決めたサービス水準に至らなかったり、最悪の場合サービスが停止すると

いった、主体側の能力に起因するリスクが考えられます。 

また、管理能力不行き届きが義務違反「（個人情報の漏洩や公金盗難など）を招くケースもこ

こに分類できるでしょう。 

・主体の撤退・倒産など 

外部主体に移行したものの、撤退「・倒産といった事態の生じるリスクも考えられます。選

定にあたって審査を綿密に行い、移行後の運営状況に問題がなかったとしても、買収や連鎖

倒産など、全く関係のないところから累が及ぶケースもあります。 

２.リスク回避策 

・緊急時対応計画の策定 

あらかじめ様々なリスクを洗い出し、それらに対する「「緊急時対応計画」（「コンティンジ

ェンシー・プラン Contingency「Plan」とも表現します）を外部主体と協議のうえ策定する

ことが挙げられます。災害「・事故等の場合、被害を最小に留めるためにはどのような手立て

が考えられるか、またその際の外部主体側と行政側の責任範囲の線引きなど、文書でまとめ

ておくことが考えられます。 

なお直営時においても、外部主体に委ねた場合特有のリスク以外の、共通して起こり得る

リスクに対する緊急時対応計画にあたるものは、要綱「・要領や業務マニュアルに内包する形

であっても、当然策定して保持しておくべきものということになるでしょう。 

・モニタリングにおけるリスク管理と財務状況のチェック 

モニタリングの過程において、サービスのレベルや変化を把握し、サービス不全や停止等

に至る状況が生じていないか定点観測することが考えられます。そのために必要なモニタ

リング事項をあらかじめ選定しておくべきでしょう。また、モニタリングはサービスレベル
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の評価に重きを置きがちで、サービスレベルは問題なかったが水面下で資金不足があり、倒

産を察知できなかったといった事態があり得ることから、外部主体側の財務状況の報告も

求め、経営に問題がないかチェックを行っていくことが必要です。 

・ペナルティ・履行保証保険・代行保証 

ペナルティとして挙げられるものは、サービス不全やサービス停止によって生じた損害

につき、賠償を外部主体に求めることを想定して、あらかじめ契約「・協定等で委託料等の減

額について取り決めておく措置のほか、履行遅滞や履行不全が著しいケースでの契約解除

（指定管理者の場合は指定解除）の措置があります。さらに、損害賠償金を担保する手段と

しては、外部主体が履行保証保険に加入することを求める方法があります。この方法を取っ

た場合、外部主体側に保険料負担が発生しますので、当然ながら委託料等に反映することを

考慮する必要があります。代行保証とは、当初選定し契約等を結んだ主体がサービスの履行

不能に陥ったと判断される場合、代わりにサービスを担う別の主体をあらかじめ定めてお

くことを求める手法です。この際には、外部主体側で別の主体との間に契約「・協定等を交わ

したうえで、行政にはその内容を証明する書類を提出することとなります。 

３.リスクが現実のものとなった場合の対応 

回避策を取っていたとしても、リスクが現実のものになった場合、どのような対応の選択

肢があり得るのか、以下において考えます。 

・対応初期―優先順位づけによるサービスの継続 

あらかじめ緊急時対応計画を策定しておれば、そこに当然記述してある内容にもとづき、

継続できるサービスの最大限をリスク発生後の条件下で行わなければなりません。また、計

画の想定外の事態で対応が未策定の場合も、現条件下で行えるサービスの水準を判断し、優

先順位づけして実施する必要があります。その際の実施主体は、本来の外部主体の実施余力

をもって行う場合や、撤退「・倒産等のケースでは代行保証を取った主体に交替する、行政が

直営で対応できる限りの体制を組むといった様々なパターンがあります。 

・外部主体への段階的対応 

撤退「・倒産などで外部主体が退場してサービス停止となったわけではなく、一応サービス

は継続しているものの重大なサービス不全状態となっている、あるいはサービス不全が

度々繰り返されるという場合、外部主体側に何らかの対応を行う必要があります。これは、

事前の取り決めに従って、サービス不全の程度により、委託料の減額や契約解除「（指定解除）

へと進むこととなります。これについては、外部主体側にも大きな損失を強いることになり

ますので、事前に入念に取り決めた内容に従うことはもちろん、契約解除というような最終

の手段に訴えるには、ある程度の段階を踏むことも必要とされます。 

                                                      
 内閣府・民間資金等活用事業推進委員会『モニタリングに関するガイドライン』（平成 30年（2018

年）10月改正）では、ペナルティポイントの設定と点数化により、履行体制の強化（第 1段階）→是正

通告（第 2段階）→契約解除（第 3段階）という段階別対応モデルを例示しています。 
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・主体の再選定（他の外部主体との交替） 

外部主体が撤退したり契約解除「（指定解除）となったりした場合、初期対応時期を過ぎて

再選定作業に入れる状態になったとき、もう一度公募等を行い他の主体を選定することに

なります。 

例えば民間事業者に担ってもらっていた場合、当該サービスを担う事業者等が従前の主

体と大きくは変わらない契約条件下でも複数存在するような状況では、比較的早期に影響

を最小限度に抑えつつ切り替えが行えることになります。このような場合、当該サービスに

おける提供者の市場が形成されていると表現できますが、同様の条件では他の担い手がほ

とんど見つからないような場合は、適正な市場が存在しないといえます。リスクが現実のも

のとなった段階で取る措置ではありませんが、民間事業者等による適正な市場が存在しな

いサービスの場合、そのサービス全体量を外部化するのではなく、一定割合は直営による執

行を残しておく方法が考えられるところです。 

・直営体制への切り替え 

直営体制に切り替える「（戻す）という措置も、リスク事態の性質によっては考えなければ

ならないところです。前述の表現でいえば、外部活力導入の初期とは状況が違って、逆に提

供者の市場が消滅したようなケースがそれにあたります。 

この場合、サービス水準を原状回復できるだけの能力を行政側が残していたかどうかが

鍵になりますが、まだ担い手が乏しい分野「・提供者の市場が不安定な分野では、前項で記し

た「「全体量を外部化せず一部直営で継続しておく」といった事前の手立てが有効といえるで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 アメリカ合衆国・インディアナ州インディアナポリス市は、いわゆる「市場化テスト」の先進都市とし
て著名ですが、このような考えから市場化テスト対象のサービス領域においても、一定割合の直営部分を

残す方法を取っています。 
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おわりに 

 

 このガイドラインは、多様化する市民ニーズや変化する社会的環境に対応する

手法の一つとして、いわゆる「「外部活力」を有効に活用するための基本的な考え

方を示すものです。「はじめに」で述べたとおり、「誰が」その公共サービスを提

供するかということでなく、「どのように」公共サービスを提供するかという点

において、直面する課題に対し限られた資源のもとで最適な手法を選択するこ

とこそが、行政に求められていることです。 

外部活力の導入は行政の責任の放棄ではなく、むしろその逆で、外部活力の導

入の検討を通じて、いままで意識してこなかったような公共サービスに対する

真剣な検証や改善努力を行うことにほかなりません。 

 これは、外部活力の導入を図るサービスだけに限った話ではありません。直営

サービスを自力で改革するにせよ、「いままでどおり」という変化しないことを

ただちに選択するのではなく、まずは根本的な見直しが大切です。限られた条件

の中で、公共サービスの質の維持向上、コストの最適化、公共サービスの原則を

損なわずに…という課題は、変化のスピードが速い現代社会において、より高い

水準での対応が求められます。さらに、市民ニーズに応えるための単なる課題解

決だけではなく、新たな価値の創造にもチャレンジしていかなくてはなりませ

ん。 

外部活力の導入というテーマに向き合うことで、結果的にどのような方法を

用いることになろうとも、その時代に応じて変革を進めることが、市民の信頼に

応えることにつながると言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


